
 

 

  ３０万円 

 

『法対ＮＥＷＳ＃６』でお知らせした、東京地本雇用のエルダー社員Ｍさんは「勤

続３年１か月で、約８２９万円の退職手当」を不当に受け取っていたと明らかに

しましたが、なんと！そのＭさんは分裂直前の２０２０年の八王子地本の旗開き

で講演（意図した反本部・事実誤認の内容）を行っていました。 

 

■２０万円の講演までの経過 
 

２０１９年１２月１８日、東京地本持ち

回り執行委員会でエルダー組合員３名の退

職金として３０００万円の支出が決定 

 

 

２０１９年１２月３１日付で 

ＪＲ東労組東京地本のエルダー雇用が解雇 
 

Ｍさんは勤続３年１か月で、 

約８２９万円の退職手当 
 

 

２０２０年１月１１日 

ＪＲ東労組八王子地本で講演 
組織内の講演では「講演料」はとっていないにも関わらず 

講演料 ３０万円!! 
こんな高額な講演料は聞いたことがない！ 

確定申告をちゃんとやっているかどうか心配だ！ 
 

分裂策動を利用した組合費の不正使用は許さない！ 

クビを切られたＪＲ東労組で講演・・・・ 
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